木造住宅建設助成金の御案内

　今年度に茨城県産材を２分の１以上使用した住宅を建設する方に助成金を交付します。ただし、子育て世帯住宅建設助成金、住宅リフォーム助成金、空き家バンクリフォーム助成金との併用はできません。

　また、上記の住宅助成金交付を過去２年以内に受けている方は使用できません。

■助成要件　次のすべてに該当する方

　　　　　　○町内に自ら居住するための住宅を新築する

　　　　　　○木材に茨城県産材を２分の１以上使用する

　　　　　　○町内の建設業者が施工する

　　　　　　○延床面積が５０㎡以上

　　　　　　○市町村税等を滞納していない

　　　　　　○原則、交付申請を行った年度末までに工事が完成する

■助成金額　○新築　床面積１㎡につき１０，０００円を助成
　　　　　　　　　　（限度額　１，０００，０００円）

　　　　　　　※ただし，１，０００円未満の端数は切捨て
■必要書類（申請時提出）※申請書類は工事前に提出してください。
○木造住宅建設助成金交付申請書

〇世帯全員の住民票の写し

○木びろい表（建設業者に作成を依頼してください）

○市町村税完納証明書

（申請時に町内在住者で個人番号利用の同意をした者は除く）
　　　　　　○建設場所案内図

○建築確認申請書又は建築工事届の写し

　　　　　　○住宅の設計図（平面図、立面図）
　　　　　　〇町税等納税確認同意書
　　　　　（完了時提出）
　　　　　　〇木造住宅建設工事完了報告書

　　　　　　〇入居した日以後の住民票の写し
（申請時に個人番号利用の同意をした者は除く）
　　　　　　〇完成写真（全景）
　　　　　　〇請求書※口座番号を確認できるものを持参ください。
■その他　　〇上棟後に建設状況の確認をしますので、上棟後は速や
かに連絡をお願いします。
問合せ　　建設課　℡７２－２６１１
